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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面にディスプレイを有する表示部が設けられた第１の筐体と、
　表面に操作部を有する第２の筐体と、
　上記第１の筐体と第２の筐体とを折り畳み自在に連結するヒンジ部とを備え、
　上記表示部は、上記第１の筐体に回転機構を介して、縦長状態と横長状態とに切換操作
可能に支持された折畳み式携帯電子機器であって、
　上記ディスプレイは、透明のディスプレイカバーで覆われた状態で上記表示部の表示部
側キャビネットに嵌め込まれ、
　上記ディスプレイカバーの両側には、該ディスプレイカバーの表面及び上記操作部に傷
が付くのを防止する第１傷防止用突条が、該ディスプレイカバー表面よりも突出するよう
に設けられ、
　上記操作部の両側には、上記ディスプレイカバーの表面及び上記操作部に傷が付くのを
防止する第２傷防止用突条が、該操作部のトップ面よりも突出して設けられ、
　上記第１の筐体と第２の筐体とを折り畳んだときに上記第１傷防止用突条と、上記第２
傷防止用突条とが常に当接するように構成されている
ことを特徴とする折畳み式携帯電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の折畳み式携帯電子機器において、
　上記ディスプレイは、金属フレームに嵌め込まれた状態でその表面をディスプレイカバ
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ーで覆われ、金属フレームと上記表示部側キャビネットとの間に上記第１傷防止用突条が
挿入されている
ことを特徴とする折畳み式携帯電子機器。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の折畳み式携帯電子機器において、
　上記第１傷防止用突条は、棒状の突条本体と、該突条本体から突出する複数の係合用爪
とを備え、該複数の係合用爪が上記金属フレームに係合するように構成されている
ことを特徴とする折畳み式携帯電子機器。
【請求項４】
　請求項３に記載の折畳み式携帯電子機器において、
　上記第１傷防止用突条の複数の係合用爪のうち、上記突条本体の長手方向一端に設けた
係合用爪には、抜け止め防止用の切り欠きが形成され、該切り欠きが金属フレームに係止
されるように構成されている
ことを特徴とする折畳み式携帯電子機器。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１つに記載の折畳み式携帯電子機器において、
　上記第１傷防止用突条の上記ディスプレイカバーに沿う長さは、上記表示部を縦長状態
から横長状態に切り換えたときに、上記第２の筐体の幅よりも長く設定されている
ことを特徴とする折畳み式携帯電子機器。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１つに記載の折畳み式携帯電子機器において、
　上記第１傷防止用突条の材質は、ナイロン系樹脂である
ことを特徴とする折畳み式携帯電子機器。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１つに記載の折畳み式携帯電子機器において、
　上記第２傷防止用突条は、上記第２の筐体における上記操作部を囲む操作部側キャビネ
ットに一体的に設けられた突起よりなる
ことを特徴とする折畳み式携帯電子機器。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１つに記載の折畳み式携帯電子機器において、
　上記第２傷防止用突条は、表示部を縦長状態から横長状態に切り換えて第１の筐体を折
り畳んだときに、第１の筐体の幅よりも長く設定され、外部に露出するように形成されて
いる
ことを特徴とする折畳み式携帯電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、折畳み式携帯電子機器に関し、特に表示部を有する折畳み式携帯電子機器の
傷防止に係わる。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、表示部を有する折畳み式携帯電子機器は、第１の筐体に表示部、第２の筐体
に操作部を有し、使用時は、第１の筐体と第２の筐体とを開いて表示部を確認しつつ、操
作部のボタンにより操作が行われる。折畳み式携帯電子機器は、使用されないときは、折
り畳んでカバンに入れて携帯されたり、机上に放置されたりする。
【０００３】
　通常、第１の筐体と第２の筐体とを折り畳んでも、第１の筐体と第２の筐体が接触して
傷が発生しないように、第１の筐体と第２の筐体との間にクッション等の緩衝材が介在す
る。
【０００４】
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　例えば、特許文献１では、本体操作部を覆う蓋体を回動して開くことにより本体操作部
を表出して使用するように構成された携帯電話機において、本体操作部の前面から突出す
る弾性材からなる操作部キースイッチと一体に形成されたクッションを、操作部蓋体と本
体操作部との閉合部分に突出させ、蓋体の閉動の際、蓋体がクッションに接触するように
している。
【０００５】
　例えば、特許文献２では、本体側筐体にヒンジ機構を介し連結される表示側筐体に設け
られる表示用窓パネルにおいて、表示用窓パネルの表面側の窓枠部に緩衝用の窓枠クッシ
ョンを備えている。
【０００６】
　例えば、特許文献３では、表示部を備えた第１筐体と、操作部を備えた第２の筐体と、
第１筐体と第２筐体とを折り畳み可能に開閉するヒンジ部とを備えた折り畳型携帯通信装
置において、操作部の高さよりも高く突出する突起を、ヒンジ部と反対側の開閉端及びヒ
ンジ部と開閉端との間にそれぞれ設けている。
【０００７】
　例えば、特許文献４は、液晶表示部を備えた第１の本体部に第２の本体部を折り畳み可
能に連結してなり、少なくともいずれか一方の本体部に突設された間隙形成ストッパによ
り折り畳み姿勢における液晶表示部と第２の本体部の表面突出部との衝接を防止する電子
装置であって、前記少なくともいずれか一方の本体部には、前記間隙形成ストッパよりも
低背で、かつ、液晶表示部と表面突出部との接触を防止可能な補助ストッパを設けている
。
【０００８】
　ところで、テレビ視聴時や英文メールを送受信するときなど、画像を横長状態で見たい
というニーズから、例えば、特許文献５の折畳み式携帯電話では、携帯電話自体は縦長に
持ったままの状態で、液晶表示部を縦長状態から横長状態に切換操作可能に第１の筐体に
支持している。この折畳み式携帯電話では、液晶表示部の中心部に液晶表示部に対して垂
直に支持軸を設け、この支持軸を中心として液晶表示部を９０度回転させるものが知られ
ている。
【特許文献１】特開平１１－２７５１９１号公報
【特許文献２】特開２００３－１６３７２７号公報
【特許文献３】特開２００３－２６４６１７号公報
【特許文献４】特開２００３－３０４３１１号公報
【特許文献５】特開２００１－１５６８９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献１乃至４では、折畳み式の携帯電子機器において、折り畳
まれる両筺体の開閉による傷発生を防止できるようにしている。この場合、折り畳まれる
両筺体のいずれかの筺体の内側に突起を設ければ済むが、上記特許文献５のように、ディ
スプレイを有する表示部が縦長状態と横長状態とに切換操作可能に支持された折畳み式携
帯電子機器においては、（１）縦長状態から横長状態に切り換えた状態で折り畳む、（２
）：（１）の状態で、表示部を回転する、（３）：縦長状態で閉じた第１の筐体を開かず
に横長状態に回転する、（４）：縦長状態で開いた第１の筐体をそのまま閉じる等の複数
のケースでのディスプレイにおける傷の発生が考えられる。
【００１０】
　上記特許文献１乃至４のような傷防止措置では、このような複数のケースの全てに対し
て傷を防ぐことはできないという問題がある。
【００１１】
　また、第１の筐体を閉じた状態で表示部を回転させると、意図せず操作部のボタンが押
され、誤動作が生じるおそれがある。
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【００１２】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、表示部が
第１の筐体に回転機構を介して、縦長状態と横長状態とに切換操作可能に支持された折畳
み式携帯電子機器においても、ディスプレイカバーの表面に傷を発生させたり、意図せず
操作部のボタンが押されて誤動作が生じないようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、第１の発明では、表面にディスプレイを有する表示部が設
けられた第１の筐体と、
　表面に操作部を有する第２の筐体と、
　上記第１の筐体と第２の筐体とを折り畳み自在に連結するヒンジ部とを備え、
　上記表示部は、上記第１の筐体に回転機構を介して、縦長状態と横長状態とに切換操作
可能に支持された折畳み式携帯電子機器を対象とし、
　上記ディスプレイは、透明のディスプレイカバーで覆われた状態で上記表示部の表示部
側キャビネットに嵌め込まれ、
　上記ディスプレイカバーの両側には、該ディスプレイカバーの表面及び上記操作部に傷
が付くのを防止する第１傷防止用突条が、該ディスプレイカバー表面よりも突出するよう
に設けられ、
　上記操作部の両側には、上記ディスプレイカバーの表面及び上記操作部に傷が付くのを
防止する第２傷防止用突条が、該操作部のトップ面よりも突出して設けられ、
　上記第１傷防止用突条は、上記表示部側キャビネットとは別の部品で構成され、該表示
部側キャビネットとディスプレイカバーとの間に挿入されている。
【００１４】
　上記の構成によると、表示部は、第１の筐体に回転機構を介して、縦長状態と横長状態
とに切換操作可能に支持されているため、第１の筐体を閉じた状態で表示部を回転するこ
とにより、表示部を覆うディスプレイカバーや操作部のボタン等が互いにこすれて傷が付
いたり、操作部のボタンが意図せず押されたりするおそれがある。しかし、ディスプレイ
カバーの両側に第１傷防止用突条がディスプレイカバー表面よりも突出するように設けら
れ、操作部の両側に第２傷防止用突条が操作部のトップ面よりも突出して設けられている
ので、表示部の回転中に第１及び第２傷防止用突条が互いに接触することにより、ディス
プレイカバーや操作部のボタンが互いにこすれたり、操作部のボタンが意図せず押された
りするのを防ぐことができる。また、第１傷防止用突条を表示部側キャビネットとは別の
部品で構成し、表示部側キャビネットとディスプレイカバーとの間に挿入しているので、
ディスプレイカバーの透明度や硬さを維持しながら、柔らかく、かつ表示部側キャビネッ
トやディスプレイカバーと異なった色彩を付すことができる第１傷防止用突条が得られる
。
【００１５】
　第２の発明では、上記第１傷防止用突条の上記ディスプレイカバーに沿う長さは、上記
表示部を縦長状態から横長状態に切り換えたときに、上記第２の筐体の幅よりも長く設定
されている。
【００１６】
　上記の構成によると、第１の筐体を閉じた状態で表示部を回転させても、常に第１傷防
止用突条が第２傷防止用突条に当接するので、ディスプレイカバーや操作部のボタン等が
傷ついたり、操作部のボタンが押されて誤動作することはない。
【００１７】
　第３の発明では、上記第１傷防止用突条の材質は、ナイロン系樹脂とする。
【００１８】
　上記の構成によると、第１傷防止用突条は緩衝性を有し、他の外観部に接触しても傷を
付けにくい。
【００１９】
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　第４の発明では、上記第２傷防止用突条は、上記第２の筐体における上記操作部を囲む
操作部側キャビネットに一体的に設けられた突起よりなる。
【００２０】
　上記の構成によると、第２傷防止用突条が一体成形により容易に形成される。
【００２１】
　第５の発明では、上記第２傷防止用突条は、表示部を縦長状態から横長状態に切り換え
て第１の筐体を折り畳んだときに、第１の筐体の幅よりも長く設定され、外部に露出する
ように形成されている。
【００２２】
　上記の構成によると、第１の筐体を閉じた状態で表示部を回転させても、常に第１傷防
止用突条が第２傷防止用突条に当接するので、ディスプレイカバーや操作部のボタン等が
傷ついたり、操作部のボタンが押されて誤動作することはない。
【００２３】
　第６の発明では、上記ディスプレイは、金属フレームに嵌め込まれた状態でその表面を
ディスプレイカバーで覆われ、金属フレームと上記表示部側キャビネットとの間に上記第
１傷防止用突条が挿入されている。
【００２４】
　上記の構成によると、ディスプレイが金属フレームに嵌め込まれるような場合でも、金
属フレームと表示部側キャビネットとの間に第１傷防止用突条を嵌め込むことにより、デ
ィスプレイカバーや操作部のボタン等が傷ついたり、操作部のボタンが押されて誤動作す
ることはない。
【００２５】
　第７の発明では、上記第１傷防止用突条は、棒状の突条本体と、該突条本体から突出す
る複数の係合用爪とを備え、該複数の係合用爪が上記金属フレームに係合するように構成
されている。
【００２６】
　上記の構成によると、第１傷防止用突条が金属フレームに堅固に取り付けられるので、
誤って表示部から外れることはない。
【００２７】
　第８の発明では、上記第１傷防止用突条の複数の係合用爪のうち、上記突条本体の長手
方向一端に設けた係合用爪には、抜け止め防止用の切り欠きが形成され、該切り欠きが金
属フレームに係止されるように構成されている。
【００２８】
　上記の構成によると、第１傷防止用突条が、金属フレームにさらに堅固に取り付けられ
るので、誤って表示部から外れるのをさらに効果的に防止することができる。
【００２９】
　第９の発明では、折畳み式携帯電子機器は、折畳み式携帯電話機とする。
【００３０】
　上記の構成によると、表示部が縦長状態から横長状態に切換わるような多機能な折畳み
式携帯電話機においても、表示部の回転により、ディスプレイカバーや操作部のボタン等
が傷ついたり、操作部のボタンが押されて誤動作することはない。
【発明の効果】
【００３１】
　以上説明したように、本発明では、表示部が第１の筐体に回転機構を介して、縦長状態
と横長状態とに切換操作可能に支持された携帯電子機器においても、ディスプレイカバー
の両側にディスプレイカバーの表面及び操作部に傷が付くのを防止する第１傷防止用突条
を設け、操作部の両側にディスプレイカバーの表面及び操作部に傷が付くのを防止する第
２傷防止用突条を設けている。このため、第１の筐体を閉じた状態で第１傷防止用突条と
第２傷防止用突条とを当接させることにより、表示部を回転させても、ディスプレイカバ
ーの表面に傷を発生させたり、意図せず操作部のボタンが押されて誤動作が生じないよう
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にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施形態について図に基づいて詳細に説明する。
【００３３】
　図１及び図２は、本発明の実施形態に係る折畳み式携帯電子機器としての折畳み式携帯
電話機であって、表示部を縦長状態に保ち、ＴＶを机上に放置して視聴する状態まで開い
た様子を示す正面図、側面図である。図３は、図１及び図２の閉じた状態を右方向から見
た斜視図である。
【００３４】
　図１乃至図３に示すように、本実施形態の携帯電話機１は、第１の筐体２と、第２の筐
体３とを有し、これらがヒンジ部４によって折り畳自在に結合されている。また、第１の
筐体２には、回転機構５が設けられ、この回転機構５により、略矩形板状の表示部として
の液晶表示部６が縦長状態と横長状態とに切換操作可能に支持されている。この液晶表示
部６の表面側に液晶ディスプレイ６ａ、受話部７等が設けられ、裏面側にはサブ表示部１
１が設けられている。
【００３５】
　上記第２の筐体３の表面側には、送話部８、入力ボタン９や機能ボタン１０を備えた操
作部１２等が設けられている。
【００３６】
　そして、電話やメールするときには図１及び図２のように開いた状態で行い、電話やメ
ールが終われば図３のように閉じた状態で待機し、着信があればサブ表示部１１に着信が
あったことを知らせる表示が出るようになっている。
【００３７】
　図４及び図５は、液晶表示部６を横長状態に保ち、ＴＶを机上に放置して視聴する状態
まで開いた様子を示す正面図及び側面図である。図６は、図４及び図５の閉じた状態を右
方向から見た斜視図である。
【００３８】
　ＴＶの視聴やメールの送受信を横長状態で行いたいときは、図１及び図２の液晶表示部
６が縦長状態のものから、液晶表示部６を回転機構５によって時計回り、又は反時計回り
に回転させて横長状態に切り換えるようになっている。このとき、液晶ディスプレイ６ａ
上の画像は、縦長状態から横長状態の映像に切り替わるようになっている。
【００３９】
　図７は、図２の閉じた状態の平面図である。図８は、図７におけるVIII－VIII線断面図
である。図９は、図８におけるIX部拡大詳細図である。
【００４０】
　図８及び図９に示すように、液晶ディスプレイ６ａは、矩形枠状の金属フレームとして
のマグネシウムフレーム１４に嵌め込まれている。この状態で、液晶ディスプレイ６ａの
表面は、例えば、ＰＭＭＡプラスチック（ポリメタクリル酸メチル）等の非常に透過性の
よい熱可塑性プラスチックよりなるディスプレイカバー１５で覆われている。このＰＭＭ
Ａプラスチックは、軽量で強靭、耐候性に優れ、可視光線透過率が９０％以上もあること
から、液晶ディスプレイ６ａの表面を覆う部材として適している。
【００４１】
　ディスプレイカバー１５を覆い、液晶表示部６を形成する樹脂製の表示部側キャビネッ
ト６ｂと、ディスプレイカバー１５左右端との間には、第１の筐体２の長手方向に沿う隙
間２０が形成されている。その隙間２０に第１傷防止用突条２１が挿入されるようになっ
ている。
【００４２】
　第１傷防止用突条２１は、樹脂成形品、例えば、ナイロン系樹脂で構成されている。ナ
イロン系樹脂は、ナイロン６、ナイロン６６等があり、耐熱性、耐油性、耐磨耗性、自己
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潤滑性に優れている。
【００４３】
　第１傷防止用突条２１は、ディスプレイカバー１５と別部品として製作されている。こ
のように別部品として製作したのは、第１傷防止用突条２１は、傷を防止するために柔ら
かい材料が適しているが、ディスプレイカバー１５は、上記ＰＭＭＡプラスチックのよう
な硬い透明度の高い材料が適しているためである。したがって、ディスプレイカバー１５
の両サイドに突起を設けて第１傷防止用突条を一体的に成形するという方法は適していな
い。
【００４４】
　図１０は、第１傷防止用突条２１の斜視図である。第１傷防止用突条２１は、突条本体
２３と、例えば３つの第１係合用爪２４と、第２係合用爪２５とを備えている。図９に示
すように、第１傷防止用突条２１は、ディスプレイカバー１５表面よりも突出するように
形成されている。
【００４５】
　第１傷防止用突条２１の挿入手順について説明すると、まず、第１係合用爪２４を先に
マグネシウムフレーム１４の係合用孔（図示せず）に挿入し、一端側に押さえ込む。次い
で、第２係合用爪２５を押し込む。第２係合用爪２５の先端に設けた切り欠き２６をマグ
ネシウムフレーム１４のリブ（図示せず）に嵌め込んで取り付ける。
【００４６】
　第１傷防止用突条２１のディスプレイカバー１５に沿う長さＬ１は、図４に示すように
、液晶表示部６を縦長状態から横長状態に切り換えたときに、第２の筐体３の幅Ｗ２より
も長いものとなっている（Ｌ１＞Ｗ２）。
【００４７】
　一方、操作部１２の両側を含む第２の筐体３の表面周囲には、ディスプレイカバー１５
の表面及び操作部１２に傷が付くのを防止する第２傷防止用突条２２が、第１の筐体２が
当接しうる範囲に設けられている。図９に示すように、第２傷防止用突条２２は、上記第
２の筐体３を形成する操作部側キャビネット３ａに一体的に設けた突起よりなる。その高
さｓは、操作部１２のトップ面（入力ボタン９や機能ボタン１０の表面）よりも突出して
いる。なお、第１傷防止用突条２１の高さｔは、第２傷防止用突条２２の高さｓに比べ大
きくてもよい。この高さは余り高くない方が望ましい。なぜなら、入力ボタン９や機能ボ
タン１０を押すときには外周近傍のものは押しづらいからである。
【００４８】
　図４及び図６に示すように、第２傷防止用突条２２部の第２の筐体３の長手方向に沿う
長さＬ２は、第１の筐体２を縦長状態から横長状態に切り換えて折り畳んだときに、第１
の筐体２の幅Ｗ１よりも長いものとなっている（Ｌ２＞Ｗ１）。
【００４９】
　　－第１及び第２傷防止用突条の作用－
　図６に示すように、液晶表示部６を横長状態としてＴＶ視聴等を行った後、第１の筐体
２をヒンジ部４を中心に折り畳むこともでき、その場合、ＴＶは自動的に切れるようにな
っている。この第１の筐体２を折り畳んだままの図６の状態から第１の筐体を回転して図
３の状態に戻すことができるようになっている。反対に図３の状態から第１の筐体を回転
して図６の状態にすることも可能になっている。
【００５０】
　しかしながら、このような回転を行うことはディスプレイカバー１５と入力ボタン９や
機能ボタン１０とが接触して傷が発生したり、入力ボタン９や機能ボタン１０が意図せず
押されて誤動作が発生するおそれがある。
【００５１】
　本実施形態では、ディスプレイカバー１５の両側にディスプレイカバー１５及び操作部
１２に傷が付くのを防止する第１傷防止用突条２１を設け、操作部１２の両側にディスプ
レイカバー１５及び操作部１２に傷が付くのを防止する第２傷防止用突条２２を設けてい
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る。
【００５２】
　このため、第１の筐体２を閉じた状態で第１傷防止用突条２１と第２傷防止用突条２２
とが常に当接するので、液晶表示部６を回転させても、ディスプレイカバー１５の表面に
傷を発生させたり、意図せず操作部１２の入力ボタン９や機能ボタン１０が押されて誤動
作が発生しないようにすることができる。
（その他の実施形態）
　本発明は、上記実施形態について、以下のような構成としてもよい。
【００５３】
　すなわち、上記実施形態では、液晶ディスプレイ６ａの例を示したが、表示部は、有機
ＥＬ表示ディスプレイを備えていてもよい。
【００５４】
　上記実施形態では、折畳み式携帯電気機器は、折畳み式携帯電話機１としたが、ＰＨＳ
、ＰＣ、モバイルツール、電子辞書、電卓、複写機等の表示部を有する折畳み式携帯電子
機器でもよい。
【００５５】
　なお、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物や用途
の範囲を制限することを意図するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　以上説明したように、本発明は、折畳み式携帯電話機のような、表示部を有し、該表示
部が縦長状態と横長状態とに切換操作可能に支持された折畳み式携帯電子機器について有
用である。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の実施形態に係る折畳み式携帯電子機器としての折畳み式携帯電話機であ
って、液晶表示部を縦長状態に保ち、ＴＶを机上に放置して視聴する状態まで開いた様子
を示す正面図である。
【図２】図１の側面図である。
【図３】図１及び図２の閉じた状態を右方向から見た斜視図である。
【図４】折畳み式携帯電話機であって、液晶表示部を横長状態に保ち、ＴＶを机上に放置
して視聴する状態まで開いた状態を示す正面図である。
【図５】図４の側面図である。
【図６】図４及び図５の閉じた状態を右方向から見た斜視図である。
【図７】図３の平面図である。
【図８】図７におけるVIII－VIII線断面図である。
【図９】図８におけるIX部拡大詳細図である。
【図１０】第１傷防止用突条の斜視図である。
【符号の説明】
【００５８】
　　１　　　折畳み式携帯電話機（折畳み式携帯電子機器）
　　２　　　第１の筐体
　　３　　　第２の筐体
　　３ａ　　操作部側キャビネット
　　４　　　ヒンジ部
　　５　　　回転機構
　　６　　　液晶表示部（表示部）
　　６ａ　　液晶ディスプレイ（ディスプレイ）
　　６ｂ　　表示部側キャビネット
　１２　　　操作部
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　１４　　　マグネシウムフレーム（金属フレーム）
　１５　　　ディスプレイカバー
　２０　　　隙間
　２１　　　第１傷防止用突条
　２２　　　第２傷防止用突条
　２３　　　突条本体
　２４　　　第１係合用爪
　２５　　　第２係合用爪
　２６　　　切り欠き

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】
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